
みなさんの命・相手の命を守るために 

～自転車の運転について～ 

郡山三中安全係 

 

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。 

 道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践

するなど安全運転を心掛けましょう。 

 また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛け

ましょう。 

 

交通ルール 

自転車安全利用五則（平成 19年 7月 10日交通対策本部決定より） 

１．自転車は、車道が原則、歩道は例外 

 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付け 

られています。 

 したがって車道と歩道の区別があるところ 

は車道通行が原則です。 

 

 

 

２．車道は左側を通行 

 自転車は、道路の左側に寄って通行しなけ 

ればなりません。 

 

 

 

 

 

３．歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

 歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を 

徐行しなければなりません。 

 歩行者の通行を妨げるような場合は一時停 

止しなければなりません。 

 

 

４．安全ルールを守る 

  ○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 ○ 夜間はライトを点灯 

  ○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 

 

 

 

 



５．子どもはヘルメットを着用 

 幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼 

児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転 

するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶ 

らせるようにしましょう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆これらのルールは道路交通法という法律で決まっています。ルールに違反すると法律違

反で罰則や罰金が科せられます。 

☆事故を起こした際は、民事事件として裁判になってしまい、損害賠償を請求されることも

あります。 

☆道路交通法が改正され、自転車もあおり運転をすると罰則が科せられることになりまし

た。例）自動車を自転車があおる 

☆郡山三中でも、自転車と自動車の接触事故が起きています。 

 

知らなかったでは済まされない！ 

交通安全、自転車の乗り方について家族でしっかり話し合いましょう！ 

自転車が歩行者を轢く死亡事故も多発しており、1 億円近くの賠償金にまで至ったケース

もありました。 

 

自転車の不注意で家族全員の人生が変わってしまうこともあります。 

自転車も立派な車であるということを、自覚して運転しましょう！ 

 

自転車に乗る生徒の皆さんだけでなく、歩行者となる生徒の皆さんもぜひ、知っておきまし

ょう。 

 

★万が一、事故が起きた時は 

  ○警察へ連絡 ○保護者へ連絡 ○相手の連絡先の確認 ○自動車のナンバー確認 

 

正しい知識をもって、正しい判断をし、 

ぜひ、自分の、相手の、大切な命を守ってください。 

中学生が相手の連絡先は聞きにくいかもしれま

せんね。車のナンバーを控えておきましょう！ 


